
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

420,848 198,727 100,030 0 12,463 109,628

18,800 0 3,880 7,827 724 6,369

547,449 216,147 94,229 58,073 18,272 160,728

30,210 0 2,947 20 2,781 24,462

1,017,307 414,874 201,086 65,920 34,240 301,187

250,488 1,311 653 0 25,369 223,155

269,971 1,231 39,043 0 23,447 206,250

152,139 15,943 54,141 0 8,376 73,679

672,598 18,485 93,837 0 57,192 503,084

3,716 0 155 1,502 210 1,849

56,617 169 933 11,590 4,484 39,441

11,607 1,072 1,375 429 891 7,840

13,375 0 611 29 1,300 11,435

95,521 0 31,950 0 6,489 57,082

53,126 213 321 413 5,326 46,853

233,962 1,454 35,345 13,963 18,700 164,500

1,923,867 434,813 330,268 79,883 110,132 968,771

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について

　平成26年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分につい
ては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成30年度上郡町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 110,132 千円

1,078,903 千円

その他

社会福祉
障害者福祉事業

高齢者福祉事業

子ども・子育て事業

その他福祉事業

小計

区分 事業名 平成30年度
決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

国庫支出金 県支出金 その他

医療費助成事業

その他保健衛生

小計

合計

社会保険
介護保険事業

後期高齢者医療事
業

国民健康保険事業

小計

保健衛生
健康増進事業

予防対策事業

母子保健事業

地域医療対策事業


